
 

                                   令和７年度新入学生用 

 

 

 
宇都宮市では，経済的理由で小中学校に通うお子さんの学用品の購入や学校給食

費の支払いにお困りのご家庭に対し，その一部を支援する「就学援助制度」を設けて

います。 

 

Ｑ１：どんな家庭が支援を受けることができるの？                   

Ａ１：生活保護を受給している世帯（要保護）と，それに準じて困窮している世帯（準要保護）が

支援対象（認定）になります。 

   ≪準要保護世帯として認定となる世帯≫ 

   ① 世帯全員の前年所得が生活保護基準の１．３倍未満の世帯 
     生活保護基準は世帯構成（人数・年齢等）や家賃の有無等により異なります。 

『モデル世帯』 
認定の基準となる

所得金額の目安 

（令和６年度） 

世帯人数 ２人 ３人 ４人 

世帯構成 
大人１人 

小学生１人 

大人１人 

中学生１人 

大人１人 

小学生１人 

中学生１人 

大人２人 

小学生１人 

中学生１人 

前年中の世帯全員

の総所得金額 
２３０万円程度 ２４０万円程度 ３００万円程度 ３２０万円程度 

   ② ひとり親家庭で児童扶養手当の受給が決定した世帯 

③ 病気・災害などで収入が著しく減少した世帯      など 

 

Ｑ２：どんな支援を受けることができるの？                      

Ａ２：給食や校外活動（遠足，冒険活動等），修学旅行の費用が全額支給されるほか，学用

品通学用品費やＰＴＡ児童生徒会費，クラブ活動費が定額で支給されます。 

   ◇主な支給内容（定額のもの） 
  【参考】令和６年度の支給内容（年額） 

小 学 校 中 学 校 備   考 

学用品通学用品費 １年  １１，６３０円 １年  ２２，７３０円 認定月日によって月割り 

新入学学用品費等 １年  ５７，０６０円 １年  ６３，０００円 
入学準備金を受け取っていない，

４月認定の１年生に限ります。 

ＰＴＡ・児童生徒会費 ３，６００円 ６，０００円 認定月日によって月割り 

クラブ活動費  １１，０００円 認定月日によって月割り 

※ 認定となっても，給食費等の学校集金や修学旅行等の積み立ては原則免除されません。 

※ 生活保護（要保護）世帯は，修学旅行費を除き，生活保護費が支給されます。 
 

Ｑ３：申請はいつすればいいの？                           

Ａ３：入学後，学校から申請書を受け取り，４月中に学校へ申請書を提出してください。 

 

Ｑ４：いつ頃，どのように支給されるの？                       

Ａ４：年３回（７，１２，３月），学校を通じて支給されます。 

 

★その他，ご質問・ご相談がございましたら下記連絡先までお問い合わせください。      

宇都宮市教育委員会事務局 学校管理課 就学グループ 

（市役所 13階 電話：632-2724 平日：８：３０～１７：１５） 

「就学援助制度」を知っていますか？ 


